
 私は日本共産党を代表して、議案第 19号野田市あおい空の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、反対する立場で討論いたしま

す。 

 この議案は一時支援事業の利用者の利用実態に鑑み、必要な支援を確保する

ため、利用者の障がいの程度及び利用時間に応じた使用料を設定することに伴

い、一時支援事業の使用料の規定を整備しようとするものとなっています。もと

もと青い空は、野田市立の重度障がい者通所施設として設置・運営がされていま

す。この条例では、当該利用者及び保護者に対して、使用料負担について従来の

上限額を２倍近くに引き上げようとするものとなっています。ただでさえ、社会

生活の中でハンディキャップを持ち、行政の支援を受けながらも懸命に頑張っ

て暮らしておられる障がい者、そして保護者の方々への負担増を求める事には

反対です。 

 よって、この市条例の制定には反対します。 


